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第３章 所得税と住民税の基本の基本 
 

 

第１節 所得税・住民税・収入・控除 

１．税金 
 給与でも、年金でも、保険の満期金でも収入があると原則税金がかかります。でも必ず税金

を納める（課税対象になる）わけではありません。そこで、どんな時に税金がかかるのか、逆

に払わなくて良いのか、税金の仕組み、税金の基本の基本を知っておくことは１００年時代を

安心、満足、楽しく生きるためにとても役に立ちます。 

 ちなみに、○○税と呼ばれる税金が現在約 50種類定められています（令和２年）。 

私たちの生活で関係が深いそして重要なものは所得税と住民税、他に消費税、相続税や贈与税、

固定資産税などなどですが、それぞれ仕組み（所得・控除・課税方法他）が異なっているので

す。とても種類が多く複雑です。何しろ税理士、公認会計士という専門中の専門職があるくら

いですから。そこで私たちの暮らしに最も関係があり、仕組みを知っておくと良いことが多く

ある所得税と住民税を中心に関心を向けてみようと思います。 

 

２．税金（所得税・住民税）の仕組み 
 給与でも、年金でも収入があると原則税金がかかるという説明をしました。それではどのよ

うな仕組みなのか、課税されるのか・されないのか、税金の金額はどう決まるのかを見ていこ

うと思います。 

 

１）収入と所得 

 税金の対象となる基本は収入です。給与収入やお店の売上収入などですが、収入の全てが利

益ではありません。収入を得るために様々なお金や物を使っています。いわゆる経費です。そ

こで課税の考え方として、まず収入から経費（控除等）を差し引いたもの、単純に利益と見な

されるものを課税の対象としています。この対象となる利益が「所得」です。「収入」と「所得」

は違う。「収入」－（必要経費・控除）＝「所得」で税金の対象になるということです。 

 現在※「所得」を 10 種類に分類しています。 

➀収入 

（給与・年金） 

➁収入の控除 

給与控除 

年金控除 

③所得 

給与所得 

雑所得 

④所得控除 

基礎控除 

配偶者控除

⑤課税 

 所得 

⑥税率 

所得税 5％～ 

住民税 10％ 

⑦税金 

⑧税額控除 

住宅ローン

控除 

⑨納税 

 金額 

収入・（収入）の控除・所得・所得控除・課税所得・税金・税額控除・納税金額 
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第４章 退職金は退職一時金（現金）がお得？ 

第１節 退職一時金の税金 

１．退職金は大切な自分の資産（お金） 
 多くの会社が退職金の制度を持っています。100 年時代の家計を支えるとても大切な私たち

の資産・財産です。仕組み上、多くの会社が退職時（60歳～）にしか受け取ることが出来ませ

んが、自分の資産財産であることは間違いありません。自分の大切なお金、財産だという意識

や関心を持つことが重要です。退職金には「知って得する、知らないと損する」注意すべきこ

とがいくつもあります。実は税金や健康保険、年金等との関連や仕組みを知らずに、しなくて

もよい損をしているケースがたくさんあるのです。100 年時代の資産財産のポイントの一つが

退職金の扱い、受け取り方法と言っても良いくらいの重要事項です。 

 

２．退職金にも税金がかかる？ 
１）退職金にも、所得税と住民税がかかる場合があります。しかし、退職金は原則退職時にし

か受け取れない。自分のお金なのに使えない。※運用も一部分しかできない。また賃金・給与

の後払いの意味合いと退社後の生活費の一部ということで、税制の優遇措置がはかられていま

す。退職金は、退職一時金で受取る場合に限り、退職所得として他の所得とは分離されます（退

職分離課税の制度）。ここで知って得するポイントが退職金は一時金（現金）で受け取った時に

限り税金の優遇制度が使えるという点です。 
 

２）退職金を一時金（現金）で受け取る場合は、健康保険、雇用保険、厚生年金保険等の社会

保険料がかかりません。 

 

３）退職後に国民健康保険に加入する場合、国民健康保険料（税）の基準となる前年度の所得

からも対象外で社会保険料の面でも大変優遇されています。 

※重要ですので後程詳しく解説しますが、退職金（DC含む）を年金化して受け取ると、お得

なこの税金の優遇制度が使えないので、その分損することがあるということです。 

 

 ※2001年に米国の 401K を参考に日本でも退職金の一部を運用できる制度、DC（企業型

確定拠出年金）が新設された。 

 

★知っトクポイント：退職金の一部を 65歳まで（ＤＣ）確定拠出年金で運用した場合 

➀ 65 歳時点で確定拠出年金を一時金（現金）でもらう場合には、退職一時金（現金受取）として扱う

ことが出来ます。 

➁ 60歳時点の退職金の控除額の範囲内で控除を受けられます（控除額が残っていれば使える）。 

③ （ＤＣ）確定拠出年金分を年金でもらう場合には雑所得（収入）となり、退職所得控除が使えないの

で、よく考えて判断することが大切です。 

事例） ➀退職金総額 1500万円（内訳：一時金分 1300万円。ＤＣ分 200万円） 

➁退職控除額 1500 万円。③60 歳時に一時金 1300 万円受取。④1500 万円の退職控除の内 1300

万円の控除を受ける。⑤控除額残 200 万円。⑥ＤＣ分 200 万円は 65 歳まで運用。⑦65 歳時に

ＤＣ分 200万円を一時金（現金）で受取り。◇この場合⑥の控除残分 200万円がつかえる。結

果税金０円。 
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第５章 雇用保険の知っ得ポイント 

第１節 退職後はホップ・ステップ 

１．退職後の 12の行動（1 か月が重要） 
 

１）退職時に会社へ返却するものと提出するものを整理、確認します。 

① 健康保険証など会社から支給をうけたもの。 

ただし健康保険証は退職後に返却が可能です。 

②「退職所得受給に関する申告書」。 

退職金を受け取る際に、受取る前に会社に提出する申告書です。この申告書を会社に提出し

ていないと退職所得控除が適用されないので注意が必要です。 

※所得税＆復興特別所得税は退職金全額の一律 20.42％が源泉徴収されます。 

住民税は退職金の課税退職所得の 10％です。 

 

２）退職時に会社から返還してもらう 5つの重要書類。 

① 厚生年金手帳（会社保管の場合。再就職の際は新しい会社に提出）。 

② 雇用保険被保険者証（失業給付。基本手当をもらうときに必要）。 

③ 離職票の受取方法を確認（退職後１０日以内・失業給付に必要）。 

④ 給与所得の源泉徴収票の受取方法を確認（退職後 1 ヶ月前後）。 

⑤ 退職所得の源泉徴収票の受取方法を確認（退職後 1 ヶ月前後）。 

 

３）退職後 10 日以内に離職票を受取る。 

① 退職後、会社から 10日以内に記入済みの離職票が送られてきます。 

 （会社は 10日以内に離職証明書をハローワークに送付提出）。 

② 離職票を確認（確認は 3点。離職年月日・賃金額・離職理由）。 

③ 退職理由で失業保険の日数と給付制限（あり・なし）が異なる。 

※会社都合（整理解雇・倒産は給付制限なし。待機期間は７日間）。 

※自己都合（辞職・普通解雇は給付制限あり。待機期間＋３か月）。 

◆希望退職募集によるものは会社都合。 

◆早期退職優遇制度によるものは自己都合。 

＊特定受給資格者は、所定給付日数は倍増されます。 

例）勤続 20 年以上で定年理由の場合は 150日の給付。待機期間は７日間。 

倒産や整理解雇などの特定受給資格者（勤続 20 年以上）は年齢により異なります。 

◇45歳以上 60歳未満 330日。60歳以上 65歳未満 240日。 

④ 離職票を受け取ったすぐにハローワークに行き求職申請。 

注意：申請は求職の申請（働く意志と能力有り⇒再就職までの間、基本日数分基本手当支給） 

 

４）すぐに住所地のハローワーク（公共職業安定所・8：30～17：15）で求職を申し込みます。 

① 主な必要書類（離職票・雇用保険被保険者証・印鑑・写真２枚・マイナンバー確認書類、

運転免許証かマイナンバーカード等本人確認書類） 

 

② 受給説明会に出席するようにします。「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」を受領。 

 

  




